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令和元年12月市議会定例会提出案件資料 

 

議案第52号 令和元年度伊勢市一般会計補正予算（第６号） 

（財政課） 

補正前の予算額 51,670,593,000 円 

補 正 予 算 額 744,677,000 円 

補正後の予算額 52,415,270,000 円 

 

議案第53号 令和元年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

（財政課） 

補正前の予算額 12,756,498,000 円 

補 正 予 算 額 17,202,000 円 

補正後の予算額 12,773,700,000 円 

 

議案第54号 令和元年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

（財政課） 

補正前の予算額 3,008,541,000 円 

補 正 予 算 額 ▲249,000 円 

補正後の予算額 3,008,292,000 円 

 

議案第55号 令和元年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

（財政課） 

補正前の予算額 14,277,189,000 円 

補 正 予 算 額 ▲22,084,000 円 

補正後の予算額 14,255,105,000 円 

 

議案第56号 令和元年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第１号） 

（財政課） 

補正前の予算額 586,353,000 円 

補 正 予 算 額 ▲419,000 円 

補正後の予算額 585,934,000 円 
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議案第57号 令和元年度伊勢市病院事業会計補正予算（第１号） 

（財政課） 

   （収益的支出） 

補正前の予算額 8,024,234,000 円 

補 正 予 算 額 14,903,000 円 

補正後の予算額 8,039,137,000 円 

（資本的支出） 

補正前の予算額 483,126,000 円 

補 正 予 算 額 57,000 円 

補正後の予算額 483,183,000 円 

 

議案第58号 令和元年度伊勢市水道事業会計補正予算（第１号） 

（財政課） 

   （収益的支出） 

補正前の予算額 2,461,556,000 円 

補 正 予 算 額 ▲28,305,000 円 

補正後の予算額 2,433,251,000 円 

   （資本的収入） 

補正前の予算額 722,116,000 円 

補 正 予 算 額 1,083,000 円 

補正後の予算額 723,199,000 円 

   （資本的支出） 

補正前の予算額 1,879,413,000 円 

補 正 予 算 額 ▲8,540,000 円 

補正後の予算額 1,870,873,000 円 

 

議案第59号 令和元年度伊勢市下水道事業会計補正予算（第１号） 

（財政課） 

   （収益的支出） 

補正前の予算額 3,532,943,000 円 

補 正 予 算 額 ▲2,261,000 円 

補正後の予算額 3,530,682,000 円 

   （資本的収入） 

補正前の予算額 3,279,834,000 円 

補 正 予 算 額 40,000,000 円 

補正後の予算額 3,319,834,000 円 



 3 

 

   （資本的支出） 

補正前の予算額 4,945,556,000 円 

補 正 予 算 額 39,355,000 円 

補正後の予算額 4,984,911,000 円 

 

議案第60号 伊勢市附属機関条例の一部改正について 

（学校教育課） 

   これは、附属機関を新たに設置するため、条例を改正しようとするも

のである。 

   ・施行期日 公布の日 

 

議案第61号 伊勢市職員給与条例等の一部改正について 

（職員課、教育総務課、病院経営企画課） 

   これは、人事院勧告に準じ、職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉

手当の支給割合並びに議員等の期末手当の支給割合を改めるため、条例

を改正しようとするものである。 

   ・施行期日 公布の日及び令和２年４月１日 

 

議案第62号 伊勢市市税条例の一部改正について 

（課税課） 

   これは、身体障害者等に係る軽自動車税の種別割の減免を適用する範

囲を改めるため、条例を改正しようとするものである。 

   ・施行期日 令和２年４月１日 

 

議案第63号 伊勢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準に関する条例の一部改正について 

（こども課） 

   これは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準の一部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第８号）の公布につ

いて、官報正誤による訂正があったことに伴い、所要の規定の整備を行

うため、条例を改正しようとするものである。 

   ・施行期日 公布の日 

 

議案第64号 伊勢市を美しくする条例の一部改正について 

（清掃課） 

   これは、路上喫煙の防止に関し、市等の責務、路上喫煙禁止区域の指

定その他必要な事項を定めるため、条例を改正しようとするものであ

る。 

   ・施行期日 公布の日から起算して１月を経過した日 
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議案第65号 伊勢市工場立地法に基づく準則を定める条例の制定について 

（商工労政課） 

   これは、工場立地法の規定に基づき、緑地面積率等について、国の基

準に代えて適用すべき準則を定めるため、条例を制定しようとするもの

である。 

   ・施行期日 令和２年１月１日 

 

議案第66号 伊勢市上水道給水条例の一部改正について 

（上水道課） 

   これは、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定に

ついて更新制が導入されたことにより、その手数料を定めるとともに、

その他所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものであ

る。 

   ・施行期日 公布の日 

 

議案第67号 尾崎咢堂記念館の指定管理者の指定について 

（文化振興課） 

   これは、尾崎咢堂記念館について、指定管理者を指定するため、地方自

治法第 244 条の２第６項の規定により、議会の議決を経ようとするもので

ある。 

  １ 指定管理者となる団体 

    団体所在地  伊勢市小俣町元町 1718 番地 

    団体名    特定非営利活動法人咢堂香風 

    代表者    理事長 土井 孝子 

  ２ 指定の期間 

    令和２年４月１日から令和７年３月31日まで 

 

議案第68号 伊勢市障害児放課後等支援施設の指定管理者の指定について 

（障がい福祉課） 

   これは、伊勢市障害児放課後等支援施設フレンズについて、指定管理者

を指定するため、地方自治法第 244 条の２第６項の規定により、議会の議

決を経ようとするものである。 

  １ 指定管理者となる団体 

    団体所在地  伊勢市常磐２丁目 10 番 12 号 

    団体名    認定特定非営利活動法人ときわ会藍ちゃんの家 

    代表者    理事長 藤田 慶子 

  ２ 指定の期間 

    令和２年４月１日から令和５年３月31日まで 
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議案第69号 伊勢市離宮の湯の指定管理者の指定について 

（小俣生活福祉課） 

   これは、伊勢市離宮の湯について、指定管理者を指定するため、地方自

治法第 244 条の２第６項の規定により、議会の議決を経ようとするもので

ある。 

  １ 指定管理者となる団体 

    団体所在地  津市桜橋２丁目 34 番地１ 

    団体名    イオンディライト株式会社 東海支社 三重支店 

    代表者    支店長 坪田 至弘 

  ２ 指定の期間 

    令和２年４月１日から令和７年３月31日まで 

 

議案第70号 いせ市民活動センターの指定管理者の指定について 

（市民交流課） 

   これは、いせ市民活動センターについて、指定管理者を指定するため、

地方自治法第 244 条の２第６項の規定により、議会の議決を経ようとする

ものである。 

  １ 指定管理者となる団体 

    団体所在地  伊勢市前山町 1522 番地 39 

    団体名    特定非営利活動法人いせコンビニネット 

    代表者    理事長 伊東 俊一 

  ２ 指定の期間 

    令和２年４月１日から令和４年３月31日まで 

 

議案第71号 市道の路線の認定について 

（維持課） 

   これは、市道の路線を認定するにつき、道路法第８条第２項の規定に

より、あらかじめ、議会の議決を経ようとするものである。 

   ・認定しようとする路線 １路線 

 

議案第72号 伊勢市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

（職員課） 

   これは、伊勢市公平委員会委員の深津 睦夫氏の任期が令和元年12月25

日に満了となるため、その後任を選任するにつき、地方公務員法第９条の

２第２項の規定により、議会の同意を求めるものである。 
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議案第73号 伊勢市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

（職員課） 

   これは、伊勢市教育委員会委員の田口 昇氏の任期が令和元年 12月 22 日

に満了となるため、その後任を任命するにつき、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものである。 

 

報告第13号 専決処分事項の報告について 

（福祉総務課） 

   これは、旭町地内のやすらぎ公園において発生した木の落枝による損

害賠償について、和解し、及び損害賠償の額を定めるため、令和元年11

月14日付けで専決処分したものである。 

 

報告第14号 専決処分事項の報告について 

（文化振興課） 

   これは、小俣町本町地内の離宮院公園における野外ステージの設置工

事の中断による損害賠償について、和解し、及び損害賠償の額を定める

ため、令和元年11月14日付けで専決処分したものである。 


